
旭川市中小企業者温室効果ガス排出量可視化支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、旭川市内の中小企業者のエネルギーコストの負担軽減を図るとともに、経営の脱

炭素化に向けた取組を促進するため、自社の温室効果ガス（Green House Gus。以下「GHG」という。）

排出量を算定・把握するサービス（以下「可視化サービス」という。）の利用に要する経費の一部を補

助することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）中小企業者  中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条第 1 項に規定する中小企業

者 

（２）提供事業者 可視化サービスを提供する事業者 

（３）GHG プロトコル  GHGプロトコルイニシアチブが開発した事業者におけるGHG排出量の算定

方法に関する国際的な基準 

（４）GHG 排出量 次に掲げる事業者の事業活動に関係する全ての GHG 排出量 

  ア Scope1  自社での燃料の使用や工業プロセス等による GHG の直接排出 

  イ Scope2  自社が購入した電気、熱等の使用に伴う GHG の間接排出 

  ウ Scope3  事業活動に関連する他者の排出であって、Scope1･2 以外の間接排出 

 

（補助対象者） 

第３条 市長は、予算の範囲内において、次の各号のいずれにも該当する中小企業者に対して補助金を

交付する。 

（１）現に市内で営利を目的とする事業を反復継続して営み、引き続き市内において事業を継続する意

思を有していること 

（２）旭川市税の滞納がないこと 

（３）旭川市暴力団排除条例（平成２６年条例第１６号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号

に規定する暴力団員又は第７条第１項に規定する暴力団関係事業者でないこと 

（４）補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがないこと 

（５）本補助金の交付を受けたことがないこと（ただし、市長が必要と認めた場合についてはこの限り

ではない） 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表１に定めるとおりとし、

市長が別に定める要件にて可視化サービスを契約した事業かつ、本市へ交付申請した事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表２に定めるとおりと



する。 

２ 市外の事業所と同時に可視化サービスを導入した場合における補助対象経費は、次のとおり算出す

る。 

（１）システムの月額利用料が事業所ごとに明確に区分できる場合は、市内の事業所に係る額を補助対

象経費とする。 

（２）システムの月額利用料を事業所ごとに明確に区分できない場合は、システムの月額利用料の総額

をそれぞれの事業所の従業員数で按分した額のうち、市内の事業所に係る額を補助対象経費とする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金は、予算の範囲内において、別表２に定める額を限度に交付する。 

 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者は、交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を

添えて、市長が別に定める期間内に、市長に提出しなければならない。 

（１）可視化サービスの仕様が確認できる資料 

（２）（１）に係る提供事業者との契約内容が確認できる資料 

（３）（２）に係る契約金額の内訳が確認できる資料 

（４）法人の登記事項証明書（個人事業主にあっては個人事業の開業届出書の写し及び直近の所得税の

確定申告書の写し） 

（５）旭川市税の滞納が無いことの証明書 

（６）誓約書（様式第２号） 

（７）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査すると

ともに、必要に応じて調査を行い、交付の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付をすると決定した者（以下「補助事業者」という。）に対し

ては、補助金交付決定通知書（様式第３号）により、補助金を交付しないと決定した者に対しては補

助金不交付決定通知書（様式第４号）により、それぞれその旨を通知する。 

 

（計画変更の承認） 

第９条 補助事業者は、前条第２項の規定による補助金交付決定通知書を受けた後、次の各号のいずれ

かに該当する内容を変更しようとするときは、計画変更承認申請書（様式第５号）に計画変更の内容

が確認できる書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）可視化サービスの仕様 

（２）提供事業者との契約内容 

（３）その他市長が必要と認めること 

２ 市長は、前項の規定による申請があった際はその内容を審査するとともに、必要に応じて調査を行



い、内容が適当であると認めたときは、申請の内容を承認し、補助金の交付の決定を変更することが

できる。この場合において、補助金交付決定額が増額されることはないものとする。 

３ 市長は、前項の規定により交付の決定の変更をしたときは、変更交付決定通知書（様式第６号）に

より、その旨を通知する。 

 

（中止の承認） 

第１０条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助事業を中止しようとするときは、速やかに交付

申請取下げ申請書（様式第７号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象期間を満了した日から起算して３０日を経過した日、又は交付決定

を受けた日の属する年度の２月末日のいずれかに早い日までに、実績報告書（様式第８号）に次の各

号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）補助対象経費の支払を証明する書類（補助対象期間分） 

（２）温室効果ガス排出量の算定結果の詳細資料（補助対象期間分） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 期限内に前項（２）に係る資料を作成することが困難な場合は、補助対象期間と同一の任意の期間

分の資料を提出するものとする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査するとともに、

必要に応じて調査を行い、内容が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確

定通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び支払） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに、補助金交付請求書（様式第１０号）

を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する請求がなされたときは、その内容を審査し、適正であることを確認の上、

補助事業者に補助金を支払うものとする。 

 

（結果報告） 

第１４条 補助事業者は、１２か月以上連続して可視化サービスの利用を実施し、提供事業者から補助

対象期間を含む１２か月分の可視化データを受領（月締めの場合は、１２か月目の可視化データを受

領した日）次第、速やかに結果報告書（様式第１１号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

（１）温室効果ガス排出量の算定結果の詳細資料（補助対象期間を含む１２か月分） 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 



（補助金の交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽又は不正の手段 により補助金の交付を受けた場合 

（２）補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）市長の行う調査及び指導に対して怠慢その他不適当な行為をした場合 

（４）可視化サービスの導入日から１２か月未満で利用を中止した場合 

（５）その他、この要綱に違反したと認められる場合 

（６）その他、市長が必要と認めた場合 

２ 市長は前項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消し通知書（様

式第１２号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既

に補助金が支払われているときは、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるも

のとする。 

 

（事業完了後の監査） 

第１７条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の実施の適否及びその成

果に関し監査できるものとする。 

 

（関係書類の保管） 

第１８条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業完了の属する年度の終了後５年間保存しなけ

ればならない。 

 

（補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年３月１２日から施行する。 

この要綱は、令和７年５月１２日から施行する。 

この要綱は、令和７年８月２１日から施行する。 



別表１ 補助対象事業（第 4 条関係） 

補助対象事業 内容 

GHG 可視化サービス 事業者の GHG排出量※1の算定・把握を行うシステム 

※1  Scope1･2 の算定に係るシステムであること。 

※2 連続した 12 か月の利用を契約または誓約により証することができるものであること。 

 

 

別表２ 補助対象経費、補助対象期間及び補助金額（第 5 条及び第 6 条関係） 

補助対象経費 補助対象期間 補助金額 

可視化サービスの月額使用料 補助金の交付の決定があった年

度の 2 月末日までの最大 6 か月

間 

上限 1 万円/月 

（上限 6 万円/年度） 

※1 初期費用、Scope3 の算定などに係るオプション料金、コンサルティング料金など、Scope1･2 の算

定・把握に係るシステムの月額使用料以外の経費は補助対象外とする。 

※2 上記補助対象期間に係る使用料を補助対象経費とする。 

※3 年間契約などによる一括払いの場合、一括払いする額を利用日数（無料で利用することができる日

数を除く。）で按分した額を補助対象経費とする。 

※4 契約により、無料で利用できる期間がある場合、当該期間を補助対象期間、補助金額から除く。 

※5 補助対象経費には、消費税及び地方消費税の額は除く。 

※6 他の補助金と本補助金の併用は可能であるが、その場合、補助金の総額が申請者の負担額を上回ら

ない額を限度とする。 

※7 補助金額は千円未満を切り捨てた額とする。 

 

 


